
令和６年度第２回東京都事業評価委員会 議事録 

 

１．会議の日時 令和６年１０月８日（火）午後２時０５分から午後４時２０分 

 

２．場 所 東京都庁第一本庁舎 ４２階 特別会議室Ｂ 

 

３．出席委員 

副委員長 

中村 英夫（日本大学 理工学部 土木工学科 教授) 

委員 （名簿順） 

     朝日 ちさと（東京都立大学 都市環境学部 教授） 

知花 武佳（政策研究大学院大学 教授） 

 

４．審議会に付した議題 

（１）令和６年度第２回事業評価委員会評価対象事業に関する意見交換及び 

検討等 

① 霞川整備事業 

② 野川整備事業 

③ 谷地川整備事業 

 ④ 鶴見川整備事業 

 

５．議事の概要 

 

（事務局より、委員長不在時の取扱について説明）  

 

○事務局 本日は、内山委員長が御欠席のため、事業評価委員会設置要綱第４の

５によりまして、中村副委員長に議事進行をお願いいたします。どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

 

（１）令和６年度第２回事業評価委員会評価対象事業に関する意見交換及び 

検討等 

 

①霞川整備事業 

（上記について、東京都から説明） 

 

〇副委員長 ご説明ありがとうございました。それではご質問ご意見ございま



したら、よろしくお願い致します。 

 

〇委員 ３つあるんですけれども、霞川調節池より下流がまだ黄緑のままです

が、これはどういう予定になっているのかがまず１つ目です。おそらく調節池が

あって、ここで流量をカットしたとしてもまだ足りないということでしょうし、

埼玉県との関係とかもあるんでしょうけれども、これを見ると、調節池の直下流

が一番ネックになりそうな気がするのでここの整備順序をどう考えているのか

というのをまずお伺いしたいんですがよろしいでしょうか。 

 

〇東京都 おっしゃるように霞川調節池を担保に整備を進めているというとこ

ろで、埼玉県との連絡会が定期的に開催されておりまして、整備手順ですとか順

序ですとか確認する場がございます。現状としては埼玉県の方の事情もあるん

ですけれども、我々の整備と合わせてその下流側の安全度もしっかり高めても

らうように、しっかりと調整をしていきたいと考えております。 

 

〇委員 流下能力は 50mmあるんですか。この調節池の下流は。 

 

〇東京都 ないです。 

 

〇委員 だとすると調節池の下流のあたりがネックになるので、例えば時間

50mm 降った場合にここから溢れてしまうと都内で被害が出てしまうんじゃない

かなと。基本は下流からということになると思うので、埼玉県がまだということ

があっても、この区間は東京都の一番下流端なので進められるなら進めてもい

いのかなと思うんです。 

埼玉県の流下能力がなくてというのはわかるのですけど、それよりはあると

いうことですか。この黄緑の下流端がネックになってしまったら埼玉県は守れ

ますけれど東京都で被害を出したら意味がないかなと思ったんです。上の方の

流下能力が高いという意味では、黒で整備済みのとこは流れるわけですから、調

節池があるといっても容量が足りてないということであれば、ここから溢れる

気がするんです。だから河川でボトルネックがどこにあるかが気になっている

んですけど、埼玉県に迷惑かけないというのも大事ですけど、都民の方が最初に

浸水するんじゃないかというのを警戒しているんです。 

 

〇東京都 霞川調節池は、霞川調節池から上流の流域に１時間 50mm雨が降った

時に調節池でピークカットをして、下流に減った流量を流していく計画になっ

てございます。先生おっしゃるように下流のところの能力は現況 30mm程度でご



ざいますので、池の下流とかで強い雨が降ったり、また調節池が満杯になると、

緑の区間で浸水が発生するという恐れはございます。我々としては緑の区間が、

整備がちゃんとできるように下流、埼玉県と連携を図りながら下流の整備もし

っかりと進めていただくということを埼玉県には要望しているという状況です。 

 

〇委員 わかりました。流量配分図を見ていないですけど、全部吸収はできて、

言ってみればこの調節池の下流が水源みたいになっていて次の上流は 30mmとい

う理解でいいですか。 

 

〇東京都 それで結構です。 

 

〇委員 脇から大量に 50mm とか入ってこない限りは上流でいくら降っても、

50mm超えたらあれですけれど。わかりました。 

 

〇東京都 おっしゃる通り、上流から 50mmで流れてくる分にはピークカットを

して 30mm分だけ下流に流して、現況流下能力分だけ流してあげるという計画に

なってございます。 

 

〇委員 よくわかりました。ボトルネックがどこかというのを常に気にしてい

ただいて進めていただければと思います。 

2つ目が事業区間①が、延伸 3回目なんですよね。延伸した部分が今回の黄緑

っていう理解でいいですか。 

事業区間①が 1.3 ㎞ある割に殆どはもう完成していて、黄緑になっているの

は端の少しだと思うんです。 

 

〇東京都 大門川の上流のところ、日野詰橋のところまでがまだ未改修となっ

ています。国の採択としてはこの 1.3km でとっておりますので、ここの区間全

体で延伸という形になります。 

 

〇委員 先ほどから出てくる時間 50mm、30mmという話があって、土地利用が変

化してる話がありましたが、市街地率がいつの時点で計算しているんですか。 

 

〇東京都 降った雨が一部は畑とかに染み込んで残りが表面流出なりで河川に

くるんですけれど、河川の計画上は、市街化がすべて進んだ状態、流出係数で行

くと 80%程度が出てくるという計画で立てています。現在の土地利用状況として

は田畑残っておりますので、そこまで流出係数は高くないという認識です。 



 

〇委員 だからもう全部市街化されたという前提での 50mmですね。 

3つ目は 4件すべてに共通することで冒頭でしか申しませんけども、定性的効

果のところで親水空間の話がありましたが、親水性の向上、これが定性的効果に

入っていて今回コストの方には入ってない。便益としては、浸水をどれだけ減ら

せるかというのしか便益には入ってないということなので、そうするとお金を

かけて良い親水空間を作るということができないような気がしています。要は

たくさん浸水を防止できたら、B/Cが１よりも大きくなるので、その余剰分を使

っていいものを作ろうということができますけれども、これが 1.1 とか 1.2 と

かになってきたら余裕がないので単純な護岸しかしょうがないですよねという

ことになる気がして、ここがすごく引っかかるんですけれども、お金をかけてで

も良いものを作るとかデザイナーの意見を聞くとかそういう事はなかなか難し

いんでしょうか。 

 

〇東京都 おっしゃる通りで親水護岸とかを作れば、通常のコストよりは上が

ることになります。 

そこに親水性を高めることによって、人が近づけるようになることによって、

人が集まったり、この現場の親水護岸の例でマルシェをやってみたりというよ

うなことも何年か前にやったことがございます。こういうようなことによる便

益を将来的には貨幣価値化をしてそうすることによって親水護岸を作り、また

人が集まるような仕組みを作るというようなことをしたいとは思っております。

ただ、なかなか人が近づいてとか、人が来てどれぐらいの貨幣価値化できるかと

いうところ、貨幣価値化にするかというところが、やり方としてはＣＶＭみたい

なやり方が一般的なのかなと思いますが、少し勉強させてもらって、やはり親水

性の高い整備もこれからは続けていきたいなというふうに考えています。 

 

〇委員 是非そちらも進めて頂ければと思いますし、ネイチャーポジティブだ

とかいう時代ですので。魚が倍になった時に便益どうなるんだというと、多分ゼ

ロなので、そこの生息環境を改善するということにお金をかけられるような評

価というのも同時にやっていかないといつまでたっても同じような川づくりに

なるので、そこは是非ご検討いただければと思います。 

 

〇委員 ご説明ありがとうございました。 

2点質問させて頂きたいんですけども、知花先生と関連するんですが、6ペー

ジの土地利用状況の変化が市街化された約 20 年間で平成 19 年なので、その間

また市街化が止まったりとか、空き家が増えたりとかいろんなことがあるかと



思うんですがこのデータの年数である理由と、便益計算の時には被害額の対象

になっている回避される被害資産額の対象になっているところは、この時点で

はないですよねという確認が 1つです。 

もう 1つが定性的効果のところで、Cにはカウントされているけれども Bには

カウントされてない部分というのを示していると思うんですが、内水被害軽減

を切り分けて定量化することはできるのかというところと、定性的効果の親水

のところで便益を何らかの形で可視化するという方向性が参考値であっても出

しましょうという方向性に国の方でもなっていて、先ほどあったネイチャーの

話でクレジットみたいな話も河川は期待されていると聞きますのでそういった

意味で定性であると言っている部分を参考値としてでも定量化していく、デー

タの蓄積ということは必要かなというふうに思いました。 

 

〇東京都 土地利用の状況の件ですけれど、昭和 62年、あと下の表が平成 19年

ということで今から 15年ぐらい前のデータにはなっているんですが、今回の再

評価にあたって過去のデータ探してみたところあったものが平成 19年のもので

した。その後 15年ぐらい経過してございますので、市街化の状況については進

んでいるというふうに考えられます。具体的な数字の方を持ち合わせてなかっ

たものですからこちらの数字で評価をさせていただいております。一方で 7 ペ

ージ目のところの B/C の計算でございますけれど、B/C の計算につきましては、

令和 6 年の最新のマニュアルを使っておりますので便益についても、デフレー

ター等をかけて今年度の基準年での評価にして便益は増やした状態で逆に言う

とコストも最新の事業で計上している状況でございます。 

2 点目にありました内水被害軽減については河川整備が進むことによって下

水道整備が促進されます。それによって都市の中の内水被害というものが軽減

されるというものが定性的便益として考えているんですが、河川事業の B/C の

中に組み込もうとすると下水道整備のコストを組み込んでいかないといけない

ので、河川事業として河川から川の水が溢れるというものを防ぐ B/C という観

点では、我々の中では定性的評価外として扱っております。 

今後例えば、そこまでにかかった下水道のコストを下水道管理者に聞けば、い

くらぐらいかかっているというのはわかると思いますので、参考としてお示し

できないか今後検討させていただければと思います。そうすることによって、浸

水対策全体の B/Cというのも出せるのかもしれないということです。 

 

〇委員 わかりました。二重カウントになってしまうのでこの事業としてはと

いうことですね。 

一方おっしゃったように、この表し方はわかりにくいですよね。本来の B/Cの



中にカウントできないから定性的に入っているのか、それとも今おっしゃった

ように河川事業の外にあるという形なのかという識別ができない形になってい

るので、その統合的な浸水の評価ということも大事ですしこの個々の事業の中

で定性効果と言われているものが B/C との対応でどういう位置づけにあるのか

というのは示すことができるようなフォーマットにしていったほうがいいかな

と思います。 

 

〇委員 基本的に河川改修により下水道の整備が促進されるというところがど

ういうメカニズムか教えていただけますか。 

 

〇東京都 河道の能力がこれまでは 30mmでしたが、河川改修をすることによっ

て 50mm に引き上がりますと下水道の管きょの整備も時間 30mm の管きょから

50mmに引き上げられます。そうなりますと、今までは 30mmを超えると内水被害

が出ていたものが 50mmまでは内水被害がなくなることで便益が発生するという

形になります。 

 

〇委員 先ほどの上下流と同じイメージですね。要は川の水位が高くて内水が

捌けないというのが捌けるようになるという話だと思ったので、それを評価す

るのであれば、道路事業とかと同じ感覚でいうと仮に下水道が 50mmで整備され

ていたとして、川が現状のままと現状ではない場合で水位が違うので、浸水の被

害がどれだけ出るかというのをすれば河川事業だけでの内水の効果というのが

出るかと思ったんです。上下流問題はおっしゃる通り下水道の話なので先ほど

の埼玉か東京かというのと一緒ですけれども、やるならそういうやり方かなと

思いました。別に今やってくださいということではないです。 

 

〇副委員長 1つは本論とは関係ないんですけれども、6ページ目に過去の水害

実績ということで被害のリストがございます。例えば、平成 28年の台風 9号な

どで 3ha ぐらい浸水し床上あるいは床下浸水しているところですが、被害額と

いうのが空欄になっていて、ほかのところは 3 つほどが被害額というのが書か

れていて被害額が何なのかというのが 1つ目の質問です。 

２つ目は要望みたいな話になるんですけれど、位置図はあるんですけれどそ

こから先が概略図になっていてなかなか地域との関係がわからないというのが

あって、この 50mm対応が終わることによって、例えば浸水想定のエリアがここ

からここに縮まります。あるいはこの辺りが浸水したというのが過去ありまし

たという土地柄との関係がわかるようになるとこの事業の効果というのも目に

見える形でわかりやすくなるのかなと思います。 



もう１つ①の区間はほぼ用地も終了して、最後のところで用地折衝に入って

少し時間がかかっております、という話でした。グーグルマップで見ている、農

地とか田んぼの所、市街地に入ってきたというのが見るとわかるんですけども、

最後のところで、ご苦労になっているのがビジュアルにもわかるのが地図なり

その被害地の関係があるとわかるんですが、入れていただくとご覧になる都民

の方々もこの事業の必要性であったり、効果だったりということがわかりやす

くなるのかなと思いますのでご配慮をいただければありがたいなと思いました。 

それから先ほど親水護岸の話もあったりして、やっていくことは非常によろ

しいかと思うんですけども、一方で土地側との関係もあるかと思うんですね。そ

ういう意味でも、地域との関係あるいは町の都市計画のマスタープランとの関

係で合わせながらやるということだと思いますので、是非そのあたりご配慮い

ただけたらと思います。 

 

〇東京都 6ページにある過去の浸水実績のところでございますけれど、ご指摘

の通り平成 28年の時は 3haと浸水面積大きいんですが被害額が載っておりませ

ん。一方でその前後のところは載っているんですが、こちらは国の方で被害額の

調査をします。我々の方から浸水面積とか浸水の状況、面積、建物の床下、床上

から被害額を出すケースが全部ではないんですけどいくつかございます。 

11年、14年および元年の時に水害について国の方で被害額を算定していただ

いておるんですが、平成 28年の方は東京都で面積、建物、棟数はわかっている

んですけれど、被害額までは国で算定していただけなかったというところで、こ

この部分が空欄となってございます。ただ、前後の表から見ていただく通りかな

り被害額としてはあったんではないかなというのは推測はできるというところ

でございます。 

  

〇副委員長 わかりました。そうすると公共土木の災害査定で認定された金額

というわけではなくて、浸水されたそれぞれの民地側の被害も含めた額という

ことですね。注意書きなり何かあった方がいいかもしれませんね。空欄だと誤解

される方もおられるかもしれないですし。 

 

〇副委員長 出尽くしたようでございますから、対応についての審議でござい

ます。ご提案の方は継続ということでございますけれども、原案の通りの継続と

いう形でよろしゅうございますか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 



〇副委員長 それでは、原案通り継続という形で本件については決定致します。 

 

②野川整備事業 

（上記について、東京都から説明） 

 

〇委員 11 ページのところで具体的にどこが残っているんですか。仙川の方に

入っているような気がするんですけれど。黄緑のところです。 

 

〇東京都 仙川の合流部の上下流の護岸整備が 100mほど残っています。仙川で

はございません。 

 

〇委員 実績の 7 ページのところは内水がほとんどで、今回の河川の被害軽減

というのは実績としてはあまりなくてどっちかというと、先ほどのお話のよう

に内水、下水側のポテンシャルが上がるという定性的効果の役割が大きいとい

うタイプという理解で良いですか。先の話と同じで下水の方が従属して、河川に

対して容量として従属関係にあるということですよね。そのあたりのインフラ

の総合作用というのをイギリスのマニュアルとかだと結構重視して示しなさい

というふうに例えば電気系統とかもそうですし、エネルギーとか、そういう考え

方が必要かなと思うんですけども、それの典型かなと改めて思いました。インフ

ラ間の総合的な示し方ということを強化していったほうがいいかなと思います。 

 

〇副委員長 3ページ目に野川全体の整備状況図がございます。見方を教えてい

ただきたいんですが例えば下流、今の区間を含んだ下流側は断面全体が真っ黒

になっていて中流部は両端が黒くて真ん中を緑で未整備になっていますという

説明で、上行くと両方両側が黒くて真ん中が白になっているという、この意味合

いを教えていただきたいというのが質問です。 

 

〇委員 できれば赤と黄色の意味もお願いします。 

 

〇東京都 まず川を上から見ていただいて、右側と左側に護岸と言われる部分

がございます。コンクリートでできた部分です。それを示しているのが両側の黒

い線です。真ん中のところが黒く塗ってあって、途中が赤、黄、緑色になってい

ますけれど、この部分は川の中の状況を示しております。 

河床掘削が完了したところが黒となってございます。河床掘削が終わってない

ところが緑でございます。黄色と赤で塗っておりますのが今年度と来年度にか

けて施工する箇所を示しておりまして、現在野川橋の前後の所、狛江市と調布市



の境ぐらいですが、このあたりで川の工事をやっているというところでござい

ます。川底を掘り下げるという工事をやっております。 

上流の方が白抜きになっておりますが、ここの部分は川底を掘らなくても

50mm/hの雨が流せるという状況でございます。 

 

〇副委員長 野川全体の整備の考え方がどうなっているのかなと思って眺めて

いて疑問に思ったんです。というのは、多摩川合流部だったので、下流からやっ

ていきますよという話があった中で、この最下流が残ったというのは、この辺全

てが黒いということはそれなりの断面の整備をしていて下流からやっていて今

は調布市近辺の方なんだけれども、ここは様々な理由があって最後の仕上げに

若干時間がかかっているけど考え方としては下流からやっていてまだ少し残っ

ている。そんな風に理解をすればよろしいということですか。ここの最後の画竜

点睛を欠くところの一つのところはなかなかハードコアだったのかもしれませ

んが早く仕上がることを願いたいと思います。 

一方で時間がかかった理由ということで 12ページに特に用地の部分でお書き

になっているアパート規模の大きな保証物件等という話がありますが、今残っ

ている部分とはまた別のものがあって、非常に時間がかかっていて終わったけ

れどももう一箇所残っているということですね。状況はよくわかりました。 

 

〇副委員長 それではこの野川につきまして方針についてお図りをしたいと思

います。事務局の原案としては継続ということでございますけれども、原案通り

の継続ということでよろしゅうございましょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇副委員長 よろしいということでございますので継続で決定をいたしたいと

思います。 

 

〇事務局 それではここで 10分ぐらい休憩を取りたいと思います。 

 

午後３時１０分休憩 

午後３時１７分再開 

 

〇事務局 それでは再開します。 

 

③谷地川整備事業 



（上記について、東京都から説明） 

 

〇委員 B/Cの 2.0から 1.3になった中身ですが、コストが大きくなったのか

なと思いきや便益があんまり載っていなくこの理由について教えていただきた

いのが 1点目です。 

また、管理用通路のところを示されているんですけども、定性的効果として

示す時と示さない時があるのはどういう事業環境によるものかというところで

す。同じように、管理用通路が良くなって親水が良くなることはあると思うん

ですけれど区別する基準があるのかが２点目です。 

あと不調について、工事の難しさをおっしゃっていたんですが今後も生じう

る可能性があるという観点でからの話なのか、コスト縮減のとこなんですが、

例えばコスト縮減の額というのを示したりはされないのかと、基本的には示し

ていく方が説明として良いと思います。 

あと、河道が複雑で近づきにくいという多自然河川環境、自然系の川づくり

と治水系の川づくりで生態系の扱い方が正反対の部分があって、近づきやすく

なる、利用しやすくなるということを評価するけれども、生態系の部分は逆に

犠牲になる部分があって治水系でも生態系の説明というところの重みが増して

くる可能性があるので、生態系の影響を治水系の場合にはどれぐらい軽減した

のかという示し方ということもあってもいいのかなと思いました。 

 

〇東京都 B/Cのご説明させて頂きます。資料の 11ページの定量的評価 B/Cの

ところです。 

前回 2.0だったのが今回 1.3という形で示させていただいてございます。今

回変わったところがいくつかございます。 

1つ目は前回評価の時は事業期間を全体で 20年としておりました。前回令和

元年に再評価頂いているんですけれど、そこから 10年間ということで令和 10

年を完了年度で示させていただいたんですが、今令和 6年でございますので残

りの残事業等々考えるとなかなかこの期間では終わらないだろうということか

ら全体事業期間を伸ばさせて頂きました。河川整備計画にあります概ね 30年

間ということで 10年事業期間を延ばさせて頂いた関係で現在価値化する時に

便益が一部減っているところがございます。 

もう一つは、令和元年に再評価を頂いてございますので、適用していたマニ

ュアルが平成 17年の治水経済調査マニュアルでございました。今回は最新の

ということで、令和 6年のマニュアルをベースに使っているんですが 17年と

現在で大きく変わったところが公共土木施設の考え方、被害の見方です。農村

物被害も含めて割合で示されていたものが別途計上をするものとマニュアルが



変わった関係で便益が下がってございます。 

あとはコストの方でいきますと用地費が少し上がったりとか、最新の状態に

なるべく適用して便益の方も再計算をさせていただいて、Bが下がってしまっ

て B/C1.3という形になってございます。 

 

〇東京都 不調の関係ご質問頂きましたが、15ページの左に無量寺橋とありま

して、整備が終わっているんですけれど、なかなか契約になりませんでした

が、結果的には現地の方は完成しています。 

 

〇委員 河川管理用通路は追加的投資をしているということかもしれないんで

すけど、どういう効果が生じるかに関しては他の通路も同じかもしれないの

で、基準を明確に載せる場合と載せない場合があった方がいいかなと思ったの

と、B/Cのところは理解しました。 

B/Cが落ちたところは、完成形としての効果が減じたわけではなくて費用と

の見合いでコストの方が早いからあまり落ちないんですよね。そういう影響が

大きく出てしまうとこですよね。完成形の効果が減じているわけではないとこ

ろがわかりにくいところがあるので、補足の説明があってもいいかなと思いま

した。 

 

〇東京都 補足させていただきますと、河川整備をすることによって、浸水被

害が軽減するという河川の整備による効果というのは、いつの時代でも変わら

ないのですが整備期間が伸びてしまうと B/Cの計算では、どうしても現在価値

化する時に社会的割引率を使いますので、下がってしまうという傾向が見えて

くる。そういう観点からもなるべく事業を進める上では、先ほどありましたけ

ど、不調のないようにとか、そういうところも工夫もしながら着実に事業の方

は進められるように工夫して参りたいと思います。 

 

〇委員 朝日委員がおっしゃったとこなんですけれど、気になるのが 5ページ

のところで、まず左が蛇行を繰り返し、瀬や淵が連続しているというのがあっ

て、これはどう考えても生物的にはプラスの表現なんですよね。右見ると確か

にそれがなくなっているというのがありますし、12ページのところも川の存在

感が向上というのも、確かにすごく向上していますけれども、これも環境面か

ら言うとかなりマイナスじゃないかという気がして、他の河川で今回のは非常

に気になったんですけど、利用面はずいぶん配慮いただいてる一方で、環境面

ずいぶん残念な感じだなということで。普通、こういう中小河川の改修でも、

この瀬や淵が減らないようにとか、植生が残るようにとか、やはり親水性と並



行して同じ柱でもう一個大事なポイントだと思うんですよね。それがこの区間

あまりにもなかったなというのは残念に思いました。正直に書いていただいて

いるので、尚更本来はプラスのことを書くところにそれが書かれているのがち

ょっと違和感がありました。 

先程、朝日委員がおっしゃったのも、まさにそうでこの管理用通路が出てき

たり、出てこなかったりというのも、改修のコンセプトがあると思うんですよ

ね。治水を上げるという大目的は最もなんですけれども、プラスアルファで親

水空間に力を入れたのか、環境保全に力を入れたのか、ここでも全部必要とい

うわけではないと思うんですね。もともと三面張りに近いようなものを、無理

に自然再生しなくてもいいのかもしれませんし、あまり人が通らないところに

管理用通路をわざわざ人が歩きやすくする工夫も必要ないのかもしれませんけ

れども、こういうところはやはり親水性を大事にしたいとか、ここはやはり環

境を大事にしたいとか、ネイチャーポジティブな時代、環境はなるべくマイナ

スにはしないでいただきたかったなという気はします。という意味でそれがな

かなかコストとして計上しにくいというか、全部ベネフィットは定性的効果に

なっちゃうのでそこはぜひ何か工夫していただきたいなと思いました。 

15ページで、見ると旧河道をうまく取り込んで、これで部分的にも河積が広

くなっている所は良いような気がするんですけど、他のところでもう護岸の外

になっているのがだから、埋め戻しかなと思って理解したんですけれども、こ

れ埋め戻しの費用もおそらくこの事業費に入ってるんでしょうが、じゃあ埋め

戻した後の土地っていうのは一体どうなるのか、もし決まってるとこあれば教

えていただきたいなと思います。 

 

〇東京都 当該区間においては、旧川利用について決まっているところという

のはなく、他の事例ですと埋めた後緑道として使ってもらったり、或いはその

まま残しといてほしいですとか地域のご要望なんかもあります。旧川を残しま

すと、本川もありながら残りますので、管理上の問題ですとか、そういったこ

とも含めて地元、区市含めて或いは地域の皆さんと話し合いの中で、場所によ

って使い勝手等ルール決めをセットでやっていかなきゃいけない。実際に使っ

ていただいたりとかしている場所もありますので、同じようにここも、どうい

った利用をしていったら良いのかというところはこれから詰めていきたいなと

いうふうに考えています。 

 

〇委員 じゃあ河川区域かどうかっていうのはまだわからないのですか。川と

して残したら河川区域ですよ。 

 



〇東京都 旧川を残すと河川区域のままになります。 

 

〇委員 埋め戻したら東京都の土地として、また公共の遊歩道とかそういうこ

とに使われる可能性が高い。旧河道を残す場合、流量はほとんど本川の方に行

っちゃいますし、藪になったりあまりいい環境なかなか難しいんですよね。こ

れ、両方残すと、上手く流量バランスどうするのかとか、普段はどっちに水を

回すとか神奈川の方でもそういう事例がありますけれども、ぜひ他の事例参考

にしながらやっていただければと思います。 

 

〇副委員長 1点目は委員のコメントですが、治水環境、多自然の話は非常に

そうだなと思ってお聞きはしていたんですけど、例えば河川整備のマスタープ

ラン的なものとして、河川整備計画の方針、整備計画があると思うんですけ

ど、整備を図るみたいなところは、例えば、どんな書き方がされているのか。

流量の配分図を見るんですけれど、その環境も含めた方針みたいなものはわか

りやすく書かれているのか、もし例があれば教えていただければというのが一

つでございます。そこの部分は非常に大事だと思うんですよね。それが当事者

としても何かはっきりしないと先ほどみたいな外に出す資料として、誤解を招

くような表現が出てきたりもするということかもしれませんので、分かれば教

えてください。 

2点目は進捗の説明の中で、92%ぐらい用地が進んでいますということで、15

ページの図を見せていただきますと、赤い都市計画で決まった線がありそれに

沿って護岸堤防が整備されている区間もありますし、左側の方は都市計画線に

接している河道はそこの部分に膨らんで護岸を整備して、右側の方だと大きく

離れて丸く護岸整備したりしています。この難しい用地の所というのがその都

市計画線の中なのか外なのかというのが具体的にどこと言わなくてもいいんで

すけれども、どのあたりを想定されているのかなというのが、疑問に思いまし

た。ご承知のように都市計画で決まっていますと収用で事業認可の部分は、都

市計画の事業としての運用があろうかと思いますので、残っている用地という

のが、線の内か外かどのような状況ですか。 

 

〇東京都 用地取得で残っておりますのは計画線内ということになってござい

ます。先生からもお話がありました、まだ未整備で赤い線になっている一角の

ところということになってございます。 

 

〇東京都 河川整備計画上の生物関係の環境に関する記述でございますけれ

ど、谷地川につきましては平成 18年に河川整備計画を確かできていると思う



んですがその中に書いてあるんですが、川ごとに環境という分野、その他左の

方に、読み上げますと丘陵系などの景観に配慮した整備を行うと。生物の生息

性の場を保全、確保するため、河床部、川底の部分でこちらにおける瀬や淵の

形成や落差工における生物往来機能の確保、植生による木陰や水際植生の創出

などに配慮した整備を行うというようなことが書いてございます。委員の先生

方のおっしゃる通り、治水事業と環境整備の確保というのはどうしても若干ト

レードオフの部分がありますが、可能な限りしっかりと残していくというのが

河川法の精神にもございますし環境整備をしっかりと進めていくというところ

はあります。 

ただ、なかなか B/C上は、Bが出せないので難しいところはありますが、整

備としては環境にもしっかりと配慮した整備を進めていくというものを心掛け

ていきたいと思っています。 

 

〇委員 中村先生がおっしゃられた一点目の所で思い出したんですけども、

B/Cに表れない効果をどう表していくかという議論の中で、上位計画で重視さ

れている観点をその事業ごとに上位計画の目標と整合しているかどうかを定性

的なところで見るという示し方を国ではしていて、しかもそれを強化していく

という方向で、道路では、例えば同じ道路でも物流に資するとか、まちづくり

に資するとかいろんなウェイトがありまして、示し方としてヒントになるかな

と思います。 

 

〇東京都 なかなか環境面を Bに変換するのが難しいので、今まで定性的評価

というところに基本的に入れさせていただいたんですが、今の先生のお話にあ

るように上位計画とどの程度マッチングしているか、その理念をどこまで実現

できているかというような観点で評価をしていくというのもやり方としてはあ

るのかなと思いましたので、しっかり勉強させていただきたいと思っていま

す。 

 

〇副委員長 それでは出尽くしたようでございますので、谷地川の方針につい

てお諮りをいたします。 

事務局の原案は継続ということでございます。原案通り継続でよろしゅうご

ざいましょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇副委員長 それでは継続ということで、決定をさせていただきます。 



 

④鶴見川整備事業 

（上記について、東京都から説明） 

 

〇副委員長 参考事例ということでお話させていただきますと、神奈川県の事

業評価に参加させていただいているんですが、委員長さんが何年か前に変わら

れてからビジュアルな説明が増えまして、例えばドローンや航空写真で現場の

状況を見せてくれることが多いんです。先ほどの谷地川もそうですしこちらの

鶴見川もそうなんですけれど、現行の蛇行した河道をショートカットするよう

な整備内容でグーグルマップの航空写真を見ると、何年前のかわかりませんけ

れども、今回区間の直下流部で繋がってない写真が出ているんです。これが繋が

ったのかという状況だと思うんですけれど、状況も見えてこんな感じのところ

で事業されているんだなというのが非常にわかる。ただ、今日の説明資料だと何

も感じないんですよね。ドローンまで飛ばすと大変なので、そこまでお願いをす

るわけではないんですけれど、少し現地の状況が分かるようなものを、

PowerPoint じゃなくて、追加でグーグルのマップで見せるということでも構わ

ないと思うので、是非そういうのがありますとよくわかるかなと思いますので

今後ご検討いただけたらと思います。 

 

〇委員 前回から B/C が下がっているかの確認と、この案件ではないんですけ

ど、便益を出す時の細かい話で、被害を出す時の換算の仕方というのは被害があ

った建物を新設で建て直すような計算になっているのでしょうか。建物の経年

の減価を反映するようになっているのでしょうか。マニュアルの話だと思うの

で、教えていただきたいです。ここもそうだと思うんですが、便利な交通、特に

上流の方ですごい便がいいようなところではなくて、空き家だったり、市街化率

が増えているとはいえそういった資産の減価が大きいところかもしれないので

そのあたりはどのぐらい考えられているのでしょうか。 

 

〇東京都 まず 1 点目ですが、今回の鶴見川につきましては事業認可を頂いて

から 1 回目の再評価ということで前回の評価はなく今回 1.5 が初めて出てくる

箇所でございます。 

B/Cを計算する際の便益につきましては、家屋の浸水を無くすというのが便益

になるわけですが、その時の浸水した家屋はどうやって評価されているか。マニ

ュアル上ですけれど床面積がありますので、家屋の床面積 1 ㎡当たり原単位と

していくらをかけなさいとなっています。都道府県別になっておりまして、東京

都は一つの単価になっております。 



例えば都心部と多摩部では、価格が変わってくる可能性もございますので、そ

の辺はなるべく実態に合ったような形で今後少し工夫などをして計算ができれ

ばと考えております。 

 

〇委員 今の話は原単位の設定のところだと思うんですよ。現状の減価を反映

させるべきだという議論があったかと思うんですけど、一方で実際に被害に遭

った後にどういう資源が使われるかということを考えると、その新設のような

値が適しているという議論もあるかと思うんですけど、そのあたりの大元の考

え方が混乱している部分があるのかなと思いました。後でどれぐらい新設のお

金がいるかというよりも、具体的にどれぐらい被害に遭ってしまったかという

交換ではなくて、どれぐらい資産が減価してるかというところもあるかと思い

ますね。マニュアル上ということはあるかと思うんですけども、その地域特性と

しては、そのあたりを反映、考えに入れていくべきかなと思いました。 

 

〇東京都 ありがとうございます。その辺はまさに今後、我々も勉強していきた

いなという分野でございます。 

 

〇委員 11 ページで図師大橋の下流は角が出来ていて、まだ接続はしてないん

ですよね。今後この事業評価区間を進めていく中で順序はどうなっていくのか

なと。ここ整備した後、図師大橋の上下流は事業区間にはなってなくて今後なっ

ていくのですか。 

 

〇東京都 これから工事を進めていく区間になっています。 

 

〇委員 今日お諮りいただいているとこよりも先行してこちらが進むのですか。 

 

〇東京都 そうです。 

 

〇副委員長 それでは揃ったようでございますので、お諮りをして行きたいと

思います。鶴見川整備事業について、原案継続ということでございますが、継続

という形でよろしゅうございましょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇副委員長 それでは継続ということで決定をさせていただきます。ご審議あ

りがとうございました。以上で今日の審議終了でございますので進行を事務局



にお返しをいたします。 

 

（事務局より今後の日程等について説明） 


